
令和８年度 大会資料

ピクニック（ビオスの丘）令和８年２月１日（日）

日 時：令和８年５月２３日（土）午後４時

場 所：ちむぐくる館 ホール

南風原町身体障害者福祉会



令和８年度 大会日程

司 会 ： 松田 智子

１．開会のあいさつ …………………… 副会長  屋比久 孟善

２．会長あいさつ ……………………… 会 長  金城 則文

３．来賓あいさつ

     南風原町長 …………………… 町 長  金城宏孝 様

    南風原町社協会長……………… 社協会長 大城正治 様

     沖身協会長 …………………… 会 長  山城 充正 様

４．大会報告事項（代議員会にて決議済）

① 令和７年度事業報告について

② 令和７年度決算報告について

③ 令和８年度事業計画について

④ 令和８年度予算について

５．閉会のあいさつ …………………… 副会長  屋比久 孟善

☆☆☆☆☆☆☆☆ 懇   親   会 ☆☆☆☆☆☆☆☆

                  司 会 ：垣花 弘光

  乾杯の音頭 ………………………  町議会議長 赤嶺奈津江 様

haebaru192.168.12.14
テキストボックス
 -1-



町身体障害者福祉会大会 懇親会

司会 ： 垣花弘光

乾杯の音頭‥‥…… 町議会議長 赤嶺奈津江 様

～舞台余興～

１ 揚 作 田   野原紗稀

２ 鳩 間 節   赤嶺 香

３ オカリナ演奏  平識省吾

４ 空手演舞   垣花弘光

５ 谷 茶 前   赤嶺 香 ・ 野原紗稀

６ 飛び入り

７ 閉 会
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収入合計
支出合計
差引残高

収入の部 単位：円

款 項 目

270,000 △ 87,000 183,000 183,800 800

１．会　費 35,000 △ 5,000 30,000 30,000 0 　 1,000円×30名

２．特別会費 235,000 △ 82,000 153,000 153,800 800 　行事等参加費

460,000 0 460,000 460,000 0

１．町補助金 360,000 360,000 360,000 0

２．社協補助金 100,000 100,000 100,000 0

３．寄付金 １．寄付金 １．寄付金 1,000 2,000 3,000 3,000 0 大会祝儀

４．繰越金 １．繰越金 １．繰越金 64,697 64,697 64,697 0 　前年度繰越金

５．自販機収入 １．自販機収入
１．自販機
　　手数料収入 426,000 △ 105,000 321,000 321,386 386 　自動販売機販売手数料（2機）

６．雑収入 １．雑収入 １．雑収入 1,000 4,000 5,000 5,812 812 　預金利息（262円）、ギフト販売還元金（5,550円）

1,222,697 △ 186,000 1,036,697 1,038,695 1,998合　　　　　　　　　　計

令和７年度決算書

1,038,695円
897,363円
141,332円

科　　　　　　　　　　目 当　初
予算額

補正・
流用額

予算現額 決算額 比較増減 説　　　　　　　　明

１．会　費 １．会　費

２．補助金 １．補助金
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支出の部 単位：円

款 項 目

229,000 4,000 233,000 173,906 59,094

１．大会費 90,000 90,000 60,918 29,082 　大会費

２．会議費 51,000 51,000 28,988 22,012 　代議員会、理事会における手話通訳手当・飲み物等

３．役員費 23,000 23,000 20,000 3,000 　役員手当

４．旅　費 60,000 4,000 64,000 64,000 0 　理事会（7回）、会報誌編集委員会（2回）、会報誌音訳謝礼金

５．渉外費 5,000 5,000 0 5,000

60,000 5,000 65,000 57,573 7,427

１．備品費 0 0 0 0

２．消耗品費 10,000 5,000 15,000 14,032 968 　封筒代、ＣＤ－Ｒ代、等

３．通信費 50,000 50,000 43,541 6,459 　切手・はがき代

667,000 △ 41,000 626,000 597,472 28,528

１．地域交流費 25,000 25,000 18,000 7,000 　６市町村交流会、南部地区リーダー交流会

２．教養娯楽費 152,000 23,000 175,000 174,026 974 　観月会（59,802円）、忘年会(114,224円)

３．活動費 200,000 62,000 262,000 261,992 8
グラウンドゴルフ大会（県、町）、ボウリング大会、ピクニッ
ク

４．自販機電気料 90,000 90,000 83,039 6,961 　自動販売機電気料金（２機）

５．会報誌印刷費 198,000 △ 126,000 72,000 60,415 11,585 　会報誌「ゆうあいの広場第9号・第10号」印刷費用

６．雑費 2,000 2,000 0 2,000 　振込手数料

160,000 △ 92,000 68,000 56,912 11,088

１．宿泊研修費 150,000 △ 92,000 58,000 55,512 2,488

２．講習費 10,000 10,000 1,400 8,600 　弁当代（市町村身障会長、事務担当会議）

90,000 △ 62,000 28,000 1,500 26,500

１．大会派遣費 80,000 △ 62,000 18,000 0 18,000

２．他の派遣費 10,000 10,000 1,500 8,500 　県身体障害者福祉大会、視覚部STT参加

６．負担金 １．負担金 １．負担金 10,000 0 10,000 10,000 0 社協団体会費（10,000円）

７．予備費 １．予備費 １．予備費 6,697 0 6,697 0 6,697

1,222,697 △ 186,000 1,036,697 897,363 139,334

４．研修費 １．研修費

５．派遣費 １．派遣費

合　　　　　　　　　　計

説　　　　　　　　明

１．運営費 １．運営費

２．事務費 １．事務費

予算現額 決算額 差引額

３．事業費 １．事業費

科　　　　　　　　　　目
当初予算額

補正・
流用額
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行　事　内　容 沖身協、各部会　行事

第１回理事会（８日：水）19:00

会計監査（15日：水）

代議員会（13日：水）19:00

大会（総会）（23日：土）16:00

会報誌編集委員会（3日：水）18:00 第25回全国障害者スポーツ大会九州ブロック地区予選大会

第２回理事会（3日：水）19:00 沖身協モルック大会（金武町-27日：土 ）

ふれあい広場（カラオケ等　交流） 第１回市町村身体障害者協会長及び事務担当者会議（　日：　）

会報誌「ゆうあいの広場」１１号発行（1日：水）

第３回理事会（1日:水）19:00 沖縄県身体障害者グラウンドゴルフ大会（　日：　）

南部地区リーダー研修会

障がい者ｽﾎﾟﾚｸ交流事業への参加（社協主催）16日：日 第62回県身スポ大会（卓球・STT）豊見城市（8日：土）

ボウリング大会（　日：　） 第62回県身スポ大会（ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ）沖縄市（22日：土）

第４回理事会（2日：水）19:00 第62回県身スポ大会（水泳）奥武山公園ﾌﾟｰﾙ（5日：土）

ふれあい広場（カラオケ等　交流） 第62回県身スポ大会（ｱｰﾁｪﾘｰ）鏡が丘特別支援学校（20日：日）

観月会（３日：土）18:00 第62回県身スポ大会（陸上競技）沖縄市（10日：土）

視覚障害者と音訳サークル「たんぽぽ」との交流会

福祉まつりへの参加協力（10/31・11/1）

会報誌編集委員会（11日：水）18:00 第66回沖縄県身体障害者福祉展　北部地区（　日：　）

第５回理事会（11日：水）19:00 第58回沖縄県身体障害者福祉大会　北部地区（　日：　）

グラウンド･ゴルフ大会（　日：　）

聴覚部会と手話サークル「こがねもり」合同忘年会

忘年会（5日：土）18:00 沖視協音楽祭への派遣（　日：　）

新春さわやかもちつき大会への参加（社協主催）

会報誌「ゆうあいの広場」第１２号発行（１日） 沖縄県視覚障害者ｻｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽ大会への派遣（　日：　）

第６回理事会（13日：水）19:00

ピクニック（　日：　）

ちゃんぷる～PARAフェスタ　豊見城市（13日：土）

ふれあい広場（カラオケ等　交流） 第２回市町村身体障害者協会長及び事務担当者会議（　日：　）

理事研修会（　日：　） 障がい者防災ミーティング（　日：　）

第７回理事会（３日：水）19:00 　

　

※ふれあい広場（カラオケ等　交流）は、年３回予定（６月、９月、１月）

※サウンドテーブルテニス（STT)同好会による練習日は、原則　毎月　第１日曜日（予定）

３月

令和８年度　事業計画

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

４月
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円

円

円

収入の部 単位：   円

款 項 目

183,000 270,000 △ 87,000

１．会　費 30,000 35,000 △ 5,000 1,000円×30名

２．特別会費 153,000 235,000 △ 82,000
大会31千円、観月会29千円、グラウンドゴルフ19千円、
忘年会35千円、ピクニック39千円

460,000 460,000 0

１．町補助金 360,000 360,000 0

２．社協補助金 100,000 100,000 0

３．寄付金 ３．寄付金 １．寄付金 1,000 1,000 0

４．繰越金 ４．繰越金 １．繰越金 141,000 64,697 76,303 前年度繰越金

５．自販機収入 ５．自販機収入 １．自販機手数料収入 321,000 426,000 △ 105,000 自動販売機販売手数料（2機）
６．雑収入 ６．雑収入 １．雑収入 1,000 1,000 0

1,107,000 1,222,697 △ 115,697

比    較    増    減 △ 115,697

科　　　　　　　　　　目 令和８年度
予算額

令和７年度
予算額

比較増減

令和8年度　予算書

令和８年度予算額 1,107,000
令和７年度予算額 1,222,697

説　　　　　　　　明

２．補助金 ２．補助金

合　　　　　　　　　　計

１．会　費 １．会　費
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支出の部 単位：   円

款 項 目

223,000 229,000 △ 6,000
１．大会費 85,000 90,000 △ 5,000 大会経費68千円、音訳謝礼３千円、手話通訳手当14千円・等

２．会議費 45,000 51,000 △ 6,000 代議員会経費20千円、理事会等における通訳者手当25千円・等

３．役員費 23,000 23,000 0 役員手当（会長7千円・副会長5千円×2人）・監事手当（3千円×2人）

４．旅　費 65,000 60,000 5,000 理事会53千円、編集委員会（6千円×2回）

５．渉外費 5,000 5,000 0

66,000 60,000 6,000
１．備品費 0 0 0

２．消耗品費 16,000 10,000 6,000 コピー用紙等事務消耗品

３．通信費 50,000 50,000 0 切手・はがき代

702,000 667,000 35,000

１．地域交流費 25,000 25,000 0 南部地区ﾘｰﾀﾞｰ交流会9千円、県ＧＧ大会8千円、県モルック大会8千円

２．教養娯楽費 190,000 152,000 38,000 観月会65,000円、忘年会125,000円

３．活動費 345,000 200,000 145,000
ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ25千円、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ40千円、ﾋﾟｸﾆｯｸ230千円
ふれあい広場10千円×3回、身スポ20千円

４．自販機電気料 90,000 90,000 0 自動販売機電気料金（2機）

５．会報誌印刷費 50,000 198,000 △ 148,000 印刷経費（インク39千円、用紙3千円、音訳３千円×2回）

６．雑　費 2,000 2,000 0

95,000 160,000 △ 65,000

１．研修費 85,000 150,000 △ 65,000 理事研修会（科目変更　宿泊研修費　→　研修費）

２．講習費 10,000 10,000 0 弁当代（市町村身障会長、事務局担当者会議）

5,000 90,000 △ 85,000

１．大会派遣費 0 80,000 △ 80,000 費目存置

２．他の派遣費 5,000 10,000 △ 5,000 県身障者福祉大会、STT大会、音楽祭・他
６．負担金 １．負担金 １．負担金 10,000 10,000 0 社協団体会費

７．予備費 １．予備費 １．予備費 6,000 6,697 △ 697

1,107,000 1,222,697 △ 115,697

科　　　　　　　　　　目 令和８年度
予算額

比較増減 説　　　　　　　　明

１．運営費 １．運営費

２．事務費 1．事務費

令和7年度
予算額

合　　　　　　　　　　計

３．事業費 1．事業費

４．研修費 1．研修費

５．派遣費 1．派遣費
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役　　職 氏　　名 住　所

会　長 金城則文 津嘉山

副会長 松田智子 宮平

〃 屋比久孟善 第一団地

宮城理事 新里百子 宮城

大名理事 小橋川恒一 大名

新川理事 国吉淳司 新川

宮平理事 松田繁子 宮平

〃 平識千栄子 宮平

〃 松田博幸 宮平

喜屋武理事 金城八重子 喜屋武

津嘉山理事 金城則文 津嘉山

山川理事 神里学 山川

第1団地理事 屋比久孟善 第一団地

聴覚部会理事 野原龍信 喜屋武

視覚部会理事 松田智子 宮平

監　事 垣花弘光 宮平

〃

事務局（社協） 島袋康史
宮平697-10
TEL８８９－３２１３

令和8年度　南風原町身障福祉会役員
任期：令和７年４月１日～令和９年３月３１日

haebaru192.168.12.14
テキストボックス
 -10-



 

 

haebaru192.168.12.14
テキストボックス
 -11-



南風原町身体障害者福祉会会則 

  制定：昭和５８年８月２５日 
改正：令和 ６年５月１６日 

第１章  総   則 

（名 称） 
第１条 本会は、南風原町身体障害者福祉会と称する。 
（事務所） 
第２条 本会の事務所は、南風原町社会福祉協議会内に置く。 
（会 員） 
第３条 本会は、南風原町内に居住する身体障害者をもって組織する。 
 ２ 本会の趣旨に賛同する者は、会長の承認を得て準会員として加入することができる。 
 ３ 準会員は、正会員と同じ資格と義務を負うものとする。 
（目 的） 
第４条 本会は、会員相互の親睦と福祉増進を図ると共に、各種福祉団体と連携を密にし、 
   地域社会の福祉の増進に貢献することを目的とする。 
（事 業） 
第５条） 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 
  ① 会員相互の親睦を図るための事業の実施 

② 会員の福祉向上を図るための各種研修会及び諸会の開催 
  ➂ 各種福祉団体の行う事業への参加と協力 
  ⓸ 会員の社会的教養の向上と自立更生を図るための諸事業の実施 
  ⑤ その他、本会の目的達成に必要な事業 
 

第２章  役   員 

（役 員） 
第６条 本会に、次の役員を置く。 
  ① 会 長   １名 
 ② 副会長   ２名 
 ➂ 理 事   若干名 

  ④ 書記会計  １名 
  ⑤ 監 事   ２名 
  ⑥ 顧 問   若干名 
２ 本会は目的達成のため部会を設けることができる。部長は役員（理事）とする。 

（役員の選出） 
第７条 本会の理事、監事は代議員会において会員の中から選出する。 
 ２ 会長、副会長は、理事の中から互選し理事会において選出する。 
 ３ 書記会計は、南風原町社会福祉協議会の職員に委嘱することができる。 
 ４ 顧問は、南風原町社会福祉協議会又は町内の社会福祉関連団体の中から会長が適任

と認めた者に委嘱する。 
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（役員の任務） 
第８条 会長は、本会を代表し会務を統括する。 
 ２ 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。 
 ３ 理事は、会務運営の企画、運営に必要な諸々の事項を行う。 
 ４ 書記会計は、会務の庶務と会計事務を掌理する。 
 ５ 監事は、本会の会計、事業の遂行及び財産管理状況の監査を行う。その結果を代議

員会へ報告する。 
 ６ 顧問は、本会の運営について会長から意見を求められた場合は、その問いに応じる

こととする。 
（役員の任期） 
第９条 本会の役員の任期は、２年とし再任を妨げない。 
 ２ 役員に欠員が生じた場合は、後任を会長が任命し任期は前任者の残任期間とする。 
 ３ 役員は、任期満了後も後任者が就任するまで職務を行う。 
 

第３章  機   関 

（機 関） 
第１０条 本会に、次の機関を置く。 
  ① 大会 
  ② 代議員会 
  ➂ 理事会 
  ④ 編集委員会 
（大 会） 
第１１条 大会は、会員及び準会員の参加をもって、毎年１回開催する。但し会長が必要

と認めた場合は臨時に開催することができる。 
（代議員会） 
第１２条 代議員は、基本的に各字から選出することとする。なお会長が必要と認める場

合は、会員及び準会員から選出することができる。 
     代議員会は、毎年１回大会の前に開催する。但し会長が必要と認める場合は、

臨時に開催することができる。 
 ２ 代議員会は、理事会から付託された次の事項を審議し議決する。 
  ① 前年度の事業の執行及び決算の承認 

② 今年度の事業及び予算の承認 
  ➂ 諸規定の制定及び改廃に関すること。 
  ④ 役員の承認 
  ⑤ その他 
（理事会） 
第１３条 理事会は、正副会長及び理事によって構成する執行機関である。 
   ① 理事会は、会長が召集する。 
   ② 代議員会において議決された諸事項の執行 
   ③ 議事は、出席した理事の過半数で決する。 
   ④ その他緊急事項に関すること。 
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２ 前年度の活動状況及び今年度の活動計画について代議員会へ付託する。なお付託 
 事項は次のとおりとする。 
① 事業の執行状況及び事業計画 
② 予算の執行状況及び予算計画 
➂ 会計監査の報告 

（議 長） 
第１４条）代議員会及び理事会の議長は、会長が当たる。 
 

第４章  運 営 費 等 

（経 費） 
第１５条 本会の経費は、次の各号をもってあてる。 
  ① 会費 
  ② 補助金 
  ➂ 寄付金 
  ④ その他の収入 
（会 費） 
第１６条 本会の会費は、会員及び準会員とも１人当り年額１，０００円とする。但し、

会員及び準会員に特別な事情があると認められる場合は、会長が判断し会費を免

除することができる。 
（帳簿等及び保存期間） 
第１７条 本会に、次の帳簿等を置く。 
  ① 会則等（永久保存） 
  ② 会員名簿（３年保存） 
  ➂ 各種会議の議事録（３年保存） 
  ④ 現金出納簿及び貯金通帳（５年保存）  
  ⑤ その他必要な書類（２年保存） 
（会計年度） 
第１８条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わる。 
 

第５章  付   則 

この会則は、昭和５６年８月２５日より実施する。 
この会則は、平成４年５月１７日より実施する。 
この会則は、平成１２年５月１３日より実施する。 
この会則は、令和６年５月１６日に一部改正し実施する。 
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南風原町身体障害者福祉会 

聴覚障害者部会 会則  

                         制定：平成１２年５月１３日 
                         改正：平成２３年５月１３日 
（名称及び事務所） 
第１条 本部会は「南風原町身体障害者福祉会聴覚障害者部会」以下（聴覚部会）と 
   称し、事務所を南風原町総合保健福祉防災センター内センターに置く。 
 
（目 的） 
第２条 本部会は会員相互の親睦と福祉増進を図り、公共の福祉の向上に寄与するこ 
   とを目的とする。 
 
（事 業） 
第３条 本部会は前条の目的を達成するための事業を行う。 
 
（組 織） 
第４条 本部会は、南風原町に居住する聴覚障害者で組織する。 
２ 本部会の趣旨に賛同する者は、部長の承認を得て会員として加入することができる。 
 
（役員及び役員の選任） 
第５条 本部会に次の役員を置く。 
   部 長 １名 
   会 計 １名 
２ 役員は会員の中から選任し、身障福祉会の代議員会へ報告する。 
 
（役員の任務） 
第６条 部長は本部会を代表し、会務を統括する。 
２ 会計は部長を補佐し、部長に事故がある時はその任務を代理する。 
３ 会計は会費の徴収管理及び年度末の会計報告をする。 
 
（役員の任期） 
第７条 役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。 
２ 補欠により就任した役員の任期は、前任者の在任期間とする。 
 
（会則の改正） 

第８条 本会則の改正は総会出席者の過半数で議決する。 
 附 則 
    この会則は、平成１２年５月１３日より施行する。 
    この会則は、平成１８年５月１３日より施行する。 

    この会則は、平成２３年５月１３日より施行する。 
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南風原町身体障害者福祉会 

視覚障害者部会 会則  

                        制定：平成１７年５月１４日 
                        改正：平成２３年５月１３日 
 
（名称及び事務所） 
第１条 本部会は「南風原町身体障害者福祉会視覚障害者部会」以下（視覚部会）と 
   称し、事務所を南風原町総合保健福祉防災センター内に置く。 
 
（目 的） 
第２条 本部会は会員相互の親睦と福祉増進を図り、公共の福祉の向上に寄与するこ 
   とを目的とする。 
 
（事 業） 
第３条 本部会は前条の目的を達成するための事業を行う。 
 
（組 織） 
第４条 本部会は、南風原町に居住する視覚障害者で組織する。 
２ 本部会の趣旨に賛同する者は、部長の承認を得て会員として加入することができる。 
 
（役員及び役員の選任） 
第５条 本部会に次の役員を置く。 
   部 長 １名 
   副部長 １名ないし２名 
   会 計 １名 
２ 役員は会員の中から選任し、身障福祉会の代議員会へ報告する。 
 
（役員の任務） 
第６条 部長は本部会を代表し、会務を統括する。 
２ 副部長は部長を補佐し、部長に事故がある時はその任務を代理する。 
３ 会計は会費の徴収管理及び年度末には会計報告をする。 
 
（役員の任期） 
第７条 役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。 
２ 補欠により就任した役員の任期は、前任者の在任期間とする。 
 
（会則の改正） 
第８条 本会則の改正は総会出席者の過半数で議決する。 
 
 附 則 
    この会則は、平成１７年５月１４日より施行する。 
    この会則は、平成２１年５月８日より施行する。 
    この会則は、平成２３年５月１３日より施行する。 
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